
イントラネットワークおよび無線ネットワーク機器賃貸借

番　号 質　　疑　　応　　答

1
賃貸借物件のハードウェアに対し、火災、水災、落雷等を補償する一
般的な動産総合保険を付保してください。

2 その認識で間違いありません。

以下余白

令和７年１２月１０日

質　疑　応　答　書

与謝野町役場　総務課（TEL0772-43-9010）

業 務 番 号 ：

業 務 名 ：

質　　疑　　事　　項

付保する動産総合保険は、ソフトウェア及び地震・津波・噴火等の
天災は保険事故の対象外とし、屋内（建物内）での物件の使用を前
提とする、賃貸借期間で逓減する一般的な動産総合保険でよろしい
でしょうか。

リース料のお支払いについて、当月ご利用分を翌月末までにお支払
いただけるとの認識でよろしいでしょうか。

以下余白


